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令和２年度第２回環境審議会 

資料６  

第 2次環境基本計画後期計画の施策の進捗について 

 

（１）クールチョイスの推進 

 

【現在までの取組内容】 

①市長によるクールチョイス宣言（８月 24日） 

 ・市長が先頭に立ち、全市をあげてクールチョイスを推進することを宣言 

②全職場、全職員によるクールチョイス賛同登録を依頼 

・職員のクールチョイス賛同登録 100％を環境保全課の今年度達成目標に設定 

③市政モニター 

 ・クールチョイスをテーマに秘書広報課において市政モニターを行った。 

⇒100人中 89人回答 

④市長宣言後のクールチョイスの普及啓発 

・市報、ホームページ、市内掲示板による普及啓発 

・田無駅北口アスタの大型ビジョンやＹou Ｔubeで市長宣言の動画放映 

・エコプラザ西東京主催講座等の広報にクールチョイスのロゴ入れ 

⑤エコプラザ西東京主催講座での賛同登録のお願い 

 ・エコプラザ西東京の主催講座でクールチョイスの説明を行い、賛同登録を促す。 

 

【今後の取組予定】 

Ｒ２年度   

①エコ羅針盤にクールチョイスの特集を掲載（11月発行予定） 

②11月 22日に環境フェスティバル開催予定 

(クールチョイスの賛同登録会、パネル展示、環境省制作動画「2100年未来の天気」上映等) 

Ｒ３・４年度 

①保育園・幼稚園児向け啓発冊子作成・配布 

②一般向け冊子作成・配布 

③庁用車用ステッカー作成                                

④ロゴステッカー等作成        

⑤クールチョイス講演会実施   

   ※環境省の補助金（10/10補助）を活用して実施する予定 
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（２）熱中症警戒アラートの周知 

 

「熱中症警戒アラート」（環境省・気象庁実施）について、市報、ホームページ等で啓発 

⇒気温・湿度、暑さ指数の確認などの積極的な予防行動を取ることの呼びかけ 

⇒環境省が配信しているＬＩＮＥアプリを活用した熱中症警戒アラート（試行）の利用を啓発

（アプリのＱＲコードを掲載するなど、市のホームページから簡単にアクセス可能に） 

 

（３）食品ロス削減の取組 

 

①職員フードドライブの実施 

 ・ごみ減量推進課と連携して職員を対象としたフードドライブを実施（７月） 

⇒合計 171個の食品を収集、集まった食品を地域共生課・子ども家庭支援センターに提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

②食品の食べきり、食品ロス削減月間（10月）の周知 

・各家庭が買い込んだ食品を食べきることで食品ロスの削減に繋げることの啓発 

・チラシを作成し、ホームページや市内掲示板等で周知啓発 

 

（４）環境保全活動等推進員について 

①環境保全活動等推進員 

 ・西東京市環境基本条例第 19条に基づく条例設置機関 

「市長は、環境の保全等に関する活動及び環境に関する学習活動の推進を図るため、

環境保全活動等推進員を置く。」 

 ・現在、活動休止中 ⇒今回新たに環境保全活動等推進員を募集、活動再開予定 

②活動内容（西東京市環境保全活動等推進員設置要綱第３） 

  ・環境保全活動等推進員会議への出席 

  ・各種環境関連イベントにおける環境啓発活動 

  ・市民、事業者等への環境保全活動等の普及活動 

  ・その他の環境保全活動等の推進に係る活動 

③任期：令和３年２月１日から令和５年１月 31日（２年間） 

④募集人数：公募市民 ２人  （11月 15日号の市報・ホームページで募集）   

     ※作文による書類選考  

事業者・教育関係者 各１名 


